
店頭暗号資産証拠金取引約款 

新旧対照表 

 

新 旧 

第 1 条～第 14 条 （現行通り） 

 

 

（預託金残高の返還） 

第 15 条（略） 

4 当社は、お客様の口座に関し、お客様以外の第三者による不正利用の疑義があ

るときは、お客様による預託金残高の返還を制限することができるものとします。 

 

 

（取引の制限） 

第 16 条 

 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、お客様からの新たな注文を受付け

ないことができるものとし、注文後約定前の場合は当該注文を取り消すことがで

きるものとします。 

⑥ お客様が当社への届出事項に疑義を生じさせる行為を行った場合 

⑦ お客様の口座に関し、お客様以外の第三者による不正利用が行われ、又は不正

利用の疑義があるとき 

⑧ 

 

 

第 17 条～第 3０条 （現行通り） 

 

第 1 条～第 14 条 （省略） 

 

 

（預託金残高の返還） 

第 15 条 

（追加） 

 

 

 

（取引の制限） 

第 16 条 

当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、お客様からの新たな注文を受付け

ないことができるものとします。 

 

（追加） 

（追加） 

 

⑦ その他、当社が本取引の継続が不適当であると判断したとき 

 

 

第 17 条～第 3０条 （省略） 

 



 

（解約） 

第 31 条 

次に掲げる各号に該当した場合、本取引口座を解約できるものとします。ただし、

解除時においてお客様が本取引に係る未決済建玉を有している場合、又はお客様

が当社に対する債務を負担している場合、必要な限度において本約款が適用され

るものとします。また、当社は、その裁量により、未決済建玉を反対売買により決

済することができるものとします。 

 

 

第 32 条～第 36 条 （現行通り） 

 

 

（禁止事項） 

第 37 条 

1 暗号資産関連取引（一般社団法人日本暗号資産等取引業協会の自主規制定義集

で定義された意味を有します。以下、本条において同じ。）のため又は暗号資産（暗

号資産の指数を含みます。以下、本条において同じ。）の価格の変動を図る目的の

ために行う次に掲げる行為 

4 暗号資産関係情報（一般社団法人日本暗号資産等取引業協会の暗号資産関連デ

リバティブ取引業に係る暗号資産関係情報の管理体制の整備に関する規則におい

て定義される意味を有する。）を利用した暗号資産関連取引 

 

 

（2025年7月施行） 

 

 

（解約） 

第 31 条 

次に掲げる各号に該当した場合、本取引口座を解約できるものとします。ただし、

解除時においてお客様が本取引に係る未決済建玉を有している場合、又はお客様

が当社に対する債務を負担している場合、必要な限度において本約款が適用され

るものとします。 

 

 

 

第 32 条～第 36 条 （省略） 

 

 

（禁止事項） 

第37条 

暗号資産関連取引（一般社団法人日本暗号資産取引業協会の自主規制定義集で定

義された意味を有します。以下、本条において同じ。）のため又は暗号資産（暗号

資産の指数を含みます。以下、本条において同じ。）の価格の変動を図る目的のた

めに行う次に掲げる行為 

4 暗号資産関係情報（一般社団法人日本暗号資産取引業協会の暗号資産関連デリ

バティブ取引業に係る暗号資産関係情報の管理体制の整備に関する規則において

定義される意味を有する。）を利用した暗号資産関連取引 

 

 

（2024年5月施行） 

 


